
  

「第Ⅱ期南島原市総合計画後期基本計画（素案）」への意見募集結果 

 

１．意見募集期間 

 

  令和５年１月４日(水)  ～ 令和５年１月３１日（火） 

 

２．意見募集状況 

  １）応募者数  ３件 

  ２）意見件数  ２８件 

 

３．意見への対応区分とその件数 

 

対応区分 内  容 件  数 

A 意見を踏まえて素案を補修修正、又は追加記載したもの ６ 

B 事業実施にあたって考慮すべき事柄として参考とするもの ２ 

C 既に記載済み・対応済みのもの １ 

D 反映が困難なもの ４ 

E 感情、感想、質問等に対する回答を行ったもの １５ 

 

４．意見の要旨とこれに対する市の考え方 

 

計画（案）

の当該箇所 
意見の要旨 意見に対する市の考え方 

対応

区分 

３ページ～

４ページ 

（４）産業構

造・地域経済

環境の変化 

《意見》 

海外からの移住者を積極的に誘

致してはどうか 

《理由》 

気候が似ていて向こうの作物を

こちらでも作ってくれるなら、地

域的なブランドとして強みにもな

るから。また、手に職を持つ人だ

ったら治安を悪くしないと思うか

ら。 

今後の市政の参考にさせていた

だきます。 

B 

４ページ 

（７）脱炭

素・循環型社

会への対応 

《意見》 

『ゼロカーボンシティ』はしない

ほうがいいと思います。 

《理由》 

CO２排出量がほとんど無くなっ

てしまうと、植物が光合成できな

くなって、育たなくなるからです。 

ゼロカーボンシティとは、本市が

「２０５０年二酸化炭素実質排出

量ゼロ」に取り組むことを表明し

たものです。温室効果ガスの人為

的な発生源による排出量と、森林

等の吸収源による除去量との均衡

を目指し、大気中の温室効果ガス

を増やさない取組を推進するもの

です。 

Ｅ 

資料 １－１ 



  

計画（案）

の当該箇所 
意見の要旨 意見に対する市の考え方 

対応

区分 

４ページ 

（８）デジタ

ル社会への

対応 

 

デジタル社会が進むにつれ、電磁

波などの人体への影響が大きくな

るので、必要なところ以外で垂れ

流しにならないように工夫してい

ただけると助かります。 

国は国内外の研究結果に基づき

電波防護指針を策定し、電波の強

さの基準値を定めるとともに、電

波法による規制をしています。 

本市においても、国の指針や指導

に沿った、安全で安心な環境での

デジタル社会への対応を行うこと

を御認識いただければと存じま

す。 

E 

５ページ 

（１０）デジ

タル田園都

市国家構想

の実現 

《意見》 

農業にデジタルデータを導入し

てはどうでしょうか。 

《理由》 

より安定した収穫量を確保でき

れば、他の地域が不作でも、安心

して暮らしていけるからです。 

５１ページ施策 3-1-2経営基盤の

強化（農林業）の経営基盤の強化

で少し触れていますが、スマート

農業に関する取り組みの一環とし

て、現在、栽培環境データを活用

した収量増加と品質向上に取り組

んでいます。 

C 

１１ページ 何故白紙なのですか？ １６ページ以降に見開きで示す

部分があるため、ページ調整をし

たものです。 

製本版ではこれより前のページ 

の図表や文字数の調整をして空

白ページが生じないようにする予

定です 

E 

１１ページ 空白であるが、データが抜けてい

るのか。 E 

１４ページ 

基本柱７ 

《意見》 

『環境形成に関する取組は支援

要件が厳しいこと』とあるが、今

後も状況が変わる見通しが立たな

いようなら、指標から外してはど

うか。 

《理由》 

改善する見込みが無い所を毎回

『改善できませんでした』と確認

するだけになるなら、しない方が

ましだと思うからです。 

文中の「支援要件が厳しいため」

という記載は全くの誤りでした。 

また「環境形成」ではなく、正し

くは「景観形成」でした。 

景観形成に関する指標は１１１

ページ記載の「１２２景観形成推

進事業」から「１２４の児童が参

加した取組実施件数」の３件です

が、このうち「１２４の児童が参

加した取組実施件数」は、新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止の観

点から、市内小学校でのひまわり

植栽活動を令和２年から中止した

ため、令和３年度までに目標を達

成できませんでした。１４ページ

の円グラフで言えば、判定 E に該

当します。 

事実に基づかない表現をしてい

たので、次のとおり修正します。 

ご指摘ありがとうございました。 

【修正後】 

景観形成に関する取組は、令和２

年以降市内小学校での活動を中止

しているため、目標を半分程度し

A 



  

計画（案）

の当該箇所 
意見の要旨 意見に対する市の考え方 

対応

区分 

か達成できなかったことが挙げら

れます。 

１４ページ 

基本柱７ 

《意見》 

市側が設定する支援要件が厳し

いなら、支援する市側の設定をゆ

るくしてはどうか。 

《理由》 

見合っていても、どちらかが何か

動かないと話が進まないとわかっ

ているからです。 

上記のとおり、目標を半分程度し

か達成できなかったのは「支援要

件が厳しい」ことが要因ではあり

ませんでした。 
D 

１５ページ 

（２）まちづ

くりの基本

指標の状況 

私が南島原市に移住した理由は、

ペット飼育可能の賃貸住宅だから

です。島原市に以前住んでいまし

たけれども、ペット飼育不可な賃

貸物件がとても多かったのです。 

『ペットと暮らせる町』にして推

進すれば動物好きが集まるほっこ

りした町になると思いました。 

趣味や嗜好、生活の様態など、一

人ひとりに“しあわせ”のかたち

があるものと思います。 

ペットと共に生きることもその

一つですが、市民がそれぞれの“し

あわせ”を実現できるよう、行政

としてできる限りのサポートを行

ってまいりたいと考えておりま

す。 

E 

１８ページ 

（２）将来目

標人口（人口

ビジョン）の

見直し 

人口ビジョンを大幅に下方修正

したほうが現実的です。 

１９ページ図表に記載している

とおり、このまま何もしなかった

場合、２０６０年の本市の人口は

1 万５千人程度まで減少する予想

がなされています。 

これを地域社会への影響を可能

な限り抑えるために緩やかな減少

とするため、２０６０年に２万５

千人の人口目標を掲げているもの

です。 

この人口目標を達成するため、２

０ページに記載のとおり、人口減

少対策に取り組むこととしていま

す。 

D 

２６ページ 

SDGs（17 の

目標）と政策

との関連性 

昆虫食を取り入れないでくださ

い。 

コオロギ粉末を練り込んだ食品

を学校給食に出さないでくださ

い。 

ＳＤＧｓの１７のターゲットと

昆虫食は直接結び付いているもの

ではありません。 

また、本市では現在、学校給食で

昆虫を材料に使ったメニューは提

供しておりません。 

Ｅ 

３１ページ 

【プロジェ

クトの必要

性】 

《意見》 

『書く窓口』を残して下さい。 

《理由》 

『書いて提出する』という選択肢

を残していただけると嬉しいで

す。書きたい、という欲求も、書く

権利も、持っているからです。 

御意見のとおり、紙様式に手書き

で申請する方式は従来どおりその

まま残すこととしています。 

「書かない窓口」とは、デジタル

技術により、マイナンバーカード

を用いて、申請書への記入を不要

とするシステムで、窓口で手続き

する際の申請方法がひとつ増える

E 



  

計画（案）

の当該箇所 
意見の要旨 意見に対する市の考え方 

対応

区分 

とご認識いただければと存じま

す。手続内容によっては、住所や

氏名などを何枚も書く必要が生じ

たときなど、手書きでの申請が面

倒だと思われる方のほか、字を書

くことが困難な方、幼い子を連れ

た方など、紙様式に手書きをする

ことが大変な方でも窓口での不安

が解消され、スピーディーに各種

申請ができるサービスとなってい

ます。 

３２ページ 

「分野別基

本計画の見

方（資料の見 

方）」 

数値目標「計画の最終年度も目標

とした」とあるが、「計画の最終年

度の目標とした」ではないのか。 

ご指摘ありがとうございます。 

「計画の最終年度を目標とした」

が正しい表記です。 A 

３８ページ 

施策 1-2-2 

ごみの適正

処理 

○ごみ処理

体制の整備 

令和８年度（2026）から市内全域

のごみを県央県南クリーンセンタ

ーで処理することになるが、収集

日が減少する等サービス低下とな

らないよう求める。 

ご意見ありがとうございます。 

焼却場所が南有馬クリーンセン

ターから県央県南クリーンセンタ

ーへ変更になりますが、収集日に

ついてはこれまで通りを予定して

おります。サービス低下にはなら

ないよう努めます。 

E 

４１ページ 

関連する個

別計画 

「国指定史跡史跡日野江城跡整

備基本構想」とあるが、「史跡」が

１個多いのではないのか。 

ご指摘ありがとうございます。 

「史跡」が１個多く、正しくは「国

指定史跡日野江城跡整備基本構

想」でした。 

A 

４７ページ 

施策 2-3-2 

定住促進と

田舎暮らし

の推進 

対コロナワクチン未接種者のカ

ップルの移住を誘致するといいで

す。 

新型コロナワクチンの接種如何

に関わらず、本市に住みたいと思

って頂いている方に対し、情報提

供等の移住支援をしています。 

E 

５０ページ 

[政策を取り

巻く環境] 

○環境にや

さしい農業 

《意見》 

無農薬栽培をすすめて下さい。 

《理由》 

『売れる野菜』ではなく『これか

らも地球と一体となった野菜』を

作ることで、地球環境を守ること

が出来る。 

令和４年度に有機農業の基本計

画を策定し、環境に優しい農業を

推進していくこととしておりま

す。 Ｅ 

５１ページ 

施策 3-1-2 

経営基盤の

強化 

○農地の有

効利用の推

進及び耕作

放棄地の解

零細で分散錯圃の土地利用型農

業が多い南島原市では、遊休農地

の受け皿として個別経営体のみで

は耕作放棄地の解消は難しい。農

地中間管理事業をしっかりと機能

させるほか、農協や農家、市、商社

等の出資による資本力、信用力、

教育力があり、Ｊ・Ｕ・Ｉターン等

遊休農地対策や農地の効率的な

利用、持続可能な地域農業の確立

など、人・地域・農地に関する課題

や目標について、話合いを通じて

整理したいと考えております。 

また、国や県等の施策を効果的に

活用しながら、農業を基盤産業と

して持続的に発展させたいと考え

B 



  

計画（案）

の当該箇所 
意見の要旨 意見に対する市の考え方 

対応

区分 

消 の受け入れが可能で、従業員が定

期的に休みの取れる就業規則がき

ちんとしている、本市がみかん農

業で進めている研修制度に似た

OJT 機能を持った、個別経営体を

補完・補強する組織経営体として

露地野菜、露地の果樹、農産、畜

産、複合等の農地所有適格法人等

の育成が必要である。 

北海道には約１２０万ｈａの農

地があったが、耕作放棄地はほと

んど見られなかった。それは、半

世紀も前から耕作放棄など遊休農

地が出そうになると、役所（役場）

農林課や農業委員会などが中心と

なり、関係機関・団体と連携し協

力を得ながら近隣農家と利活用に

ついて話し合いをするほか、農地

保有合理化事業、交換分合事業、

区画整理事業、基盤整備事業など

を活用し、地域の農地の利用モデ

ル(案)を提示しながら農地の集団

化に向けた斡旋等を推進してきた

からである。あわせて、層厚調整

や均平などにより１区画の面積を

拡大して土地利用の効率化を図

り、構造改善事業等各種補助事業

を活用して規模に見合った高性能

機械へグレードアップし、生産性

が高く収益性も高い年々成長・発

展を続ける土地利用型の農業が育

成されて来た。市町村がイニシア

テｲブをとって関係機関・団体と農

業者の農地の利用方向についてベ

クトルを合わせ、農地利用の高度

化・効率化が意図的計画に推進さ

れてきたからである。 

あわせて農業者の就業環境の整

備も進められ、定期的に休みがと

れ専従者給与等が支払われる家族

経営協定の締結等が推進され、経

営協定が成熟した農家から法人経

営体への移行を進めるほか、支援

組織としてコントラクター、ヘル

パー制度、TMR センターなどが充

実され農作業のアウトソーシング

も進められて、ゆとりがあり安定

ております。 

ご意見は参考にさせて頂きます。 



  

計画（案）

の当該箇所 
意見の要旨 意見に対する市の考え方 

対応

区分 

的で収益性の高い農業の生産構造

に改善が推進されてきた。しっか

りとした目標をもって中核農家や

自立経営農家の育成が進められて

きたのである。 

道東の土地利用型の農業が展開

されている地域では、さらにステ

ップアップが図られ農協、農業者、

役場、商社などが出資し、Ｉ・Ｕ・

Ｊターン者等を受け入れ可能で、

研修教育機能を持った農地所有適

格法人等の設立が進められてい

る。現代の土地利用型農業経営は、

知識集約型産業に近く、Ｉ・Ｕ・Ｊ

ターンしてすぐに前任者に取って

代われるほどシンプルではない。

農地の集積と担い手の育成確保、

耕作放棄の阻止を一体的に進め経

営基盤を強化しようとするもので

ある。 

南島原市では約４，７００ｈａの

農地のうち９６３ｈａ約２割が耕

作放棄地・遊休農地となっている。

先祖伝来の家産を守り抜くという

意識が強いのは素晴らしいことで

あるが、農地の流動化が妨げられ

て来た面は否めない。放置するだ

けでは地域農業の生産力は衰退し

地域経済は弱体化してゆくだけで

ある。売買による所有権移転にこ

だわらず、賃貸借や使用貸借等使

用収益権の移動に加えて、農地の

転用も含めた利活用について総合

的な検討が必要である。「持続可能

な地域社会」の確立をめざすので

あれば、地域経済の活力を増進す

るため、基幹産業のど真ん中にあ

る農業の遊休農地をいかに生産・

経済活動に結びつけ収益を高める

ことが、キーポイントである。 

南島原市の平均農業所得は、ワー

キングプアといわれる２００万円

に満たないレベルである。分布の

中央値はさらにこれを下回る。地

域の基幹産業である大黒柱の農業

経営は、収益性が低い土地利用型

の農家を中心に、担い手の不足と



  

計画（案）

の当該箇所 
意見の要旨 意見に対する市の考え方 

対応

区分 

超高齢化から限界集落、カタスト

ロフィに向かって進んでいる。農

業所得も経済の発展段階に応じて

向上するものでなければ新規参

入・就農希望者の心に響かない。 

道東の酪農地帯では、新規参入や

就農等を希望する実習生に年間３

００万円の賃金をはらい、オール

電化の個室に住まわしてくれ、農

場への移動のために軽乗用車を貸

与してくれる農協さえあった。「農

業経営基盤の強化の促進に関する

基本構想」に歌われている４００

万円程度の農業所得の実現に向け

た支援の強化が必要である。土地

利用型農業のファームサイズを拡

大し、高収益作物の導入などによ

り経営の集約化を進めながらビジ

ネスサイズを拡大して、自立経営

の確立に向けた支援が必要であ

る。施設利用型農業ともタッグを

組んで、９６３ｈａの耕作放棄地

をフル活用できる仕組みが出来れ

ば夢物語ではない。市が目指す「持

続可能な地域社会」実現のために

は、耕作放棄対策の強化は待った

なしである。道府県の先進事例に

おおいに学ぶべきである。経営基

盤の強化を絵にかいた餅にしては

ならない。 

農林水産省は、令和５年度の予算

関係資料に、農地を農業上の利用

が行われる区域と保全を進める区

域に分け、粗放的に利用する区域、

農業生産の再開が容易な土地とし

て利用する区域、計画的な転換を

図る土地等と指定利用する区域な

どにゾーニングするほか、農業生

産活動に使える農地は、農地中間

管理機構に使用収益権を集積し、

まとまりがある形で農地利用を再

編して効率良く利用できるような

整備を目指すことを例示してい

る. 

実施に向けた地域計画策定推進

緊急対策事業などが予算化されて

いる。 



  

計画（案）

の当該箇所 
意見の要旨 意見に対する市の考え方 

対応

区分 

南島原市では、過去に県営畑地帯

総合整備事業等で集団化と区画整

理が行われたことはあるが、整備

計画から外れた地区や国道沿いの

一等地に、圃場が狭隘な分散錯圃

がまだ沢山残っている。また、地

籍図にある赤道が消滅しかけてい

るかかりの悪いところや、地籍図

には道路となっているところが実

態は水路となって作業機械の通行

が不可能になっているところ等も

あり耕作放棄せざるを得ない実態

がある。半世紀前にはほとんど見

られることのなかった耕作が放棄

され遊休農地が増え続けてきた現

実と実態を直視した対策と施策展

開が必要なのである。 

農業の経営基盤の強化は、①経営

基盤の強化、②後継者の確保、③

農地の有効利用の増進及び耕作放

棄地の解消などが三本柱となるの

は論をまたないが、各項目の単一

方程式で解けるほど南島原の農業

構造はシンプルではない。２割に

も達した耕作放棄地を解消するた

めには耕作適地のみに焦点を絞る

としても、農地の受け手を零細な

個別経営体のみに絞るのでは解決

が難しい。繰り返しになるが、先

進事例に学び、遊休農地の受け皿

となりＩ・Ｕ・Ｊターン等を受け

入れ可能で研修教育機能をもち、

地域農業の中核的な担い手となり

うる組織経営体の農地利用適格法

人等の設立等を支援し、土地利用

と雇用を一体的に推進できる個別

経営体を補完・補強する仕組みや

受け皿を作らないと、遊休農地の

解消が難しい局面に来ている。零

細な個別経営体のみでは資本力、

信用力、教育力が弱く、担い手の

確保と育成は遅々として進まな

い。市が進めている「南島原市ト

レーニングファーム」をみかん農

業だけでなく、露地野菜・果樹、農

産、畜産、複合等もモデル経営体

に加え設立・推進対象を広げ、遊



  

計画（案）

の当該箇所 
意見の要旨 意見に対する市の考え方 

対応

区分 

休化した農地を受け入れ、Ｉ・Ｕ・

Ｊターンが受け入れ可能な農地利

用適格法人等の設立支援が必要で

ある。 

土台となる生産基盤の整備、農

道・林道の維持・管理等ハード面

の強化加え、①、②、③の連立方程

式による改善計画の推進により、

目標所得が確保でき遊休農地の受

け入れが可能な経営体の育成が必

要である。 

耕作放棄地の解消がすすまない

のはなぜか？どうすればできるの

か？「PDCA サイクル」を踏んで、

県や国をはじめとする関係機関・

団体の力も借りながら、農業者と

協労して、意図的計画的に課題解

決志向で取り組むことが必要であ

る。 

南島原市の発展のための施策の

憲法ともいえる南島原市総合計画

に盛り込まれた農業経営基盤強化

策が、農業振興基本計画、過疎地

域持続的発展計画、農村環境計画、

農業経営基盤の強化の促進に関す

る基本構想、南島原市まち・ひと・

しごと創生総合戦略、JA 島原雲

仙地域農業戦略（第５次営農振興

計画）等にしっかりとリンクされ

て、強化の具体策が実施計画に盛

り込まれ、耕作放棄地の解消され

る日が早急に来ることを切に願っ

ている。 

５０・５２ペ

ージ 

有機 JAS 注

釈 

ページ内にある※印の用語の解

説記載は同一用語の場合は同一に

すべき。 

ご指摘ありがとうございます。 

同じ注釈が２回あるため、最初の

５０ページの注釈を残し、５２ペ

ージの注釈は削除しました。 

また、５０ページの注釈を「JAS

法（日本農林規格等に関する法律）

に基づいた生産方法に関する規格

であり、農薬や化学肥料などの化

学物質に頼らないことを基本とし

て自然界の力で生産された食品を

表しています。農産物、加工食品、

飼料、畜産物及び藻類に付けられ

ています。」に修正します。 

A 
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の当該箇所 
意見の要旨 意見に対する市の考え方 

対応

区分 

５４ページ 

数値目標№

24 

解消するというのであれば、５年

間の解消目標値の合計は９６３ｈ

ａに、これから増えると予想され

る耕作放棄地面積をくわえたもの

でなければ解消できない。 

耕作放棄地には耕作条件の悪い

農地が多く基盤整備等も困難であ

るため、すべての解消は困難と考

えます。 

D 

５４ページ 

数値目標№

26 

５２ページ「○ 有害鳥獣対策の

強化」とあるにも関わらず、「有害

鳥獣による農作物被害額」目標値

が３倍強に増えているのはなぜ

か。減らすべき目標と考えている。 

島原半島地域鳥獣被害防止計画

（第５次）【期間：令和５年度～令

和７年度】が先般策定され、本市

における令和７年度の目標が

4,036千円／年に設定されました。 

令和７年度の目標ですが、他に参

照できる数値がないため、本目標

値を令和９年度の目標値として設

定することとしました。 

A 

６７・７０ペ

ージ 

「自殺」の表

記 

最近は「自死」表記も見受けられ

るが、使い分け等なされているの

か。 

「自殺・自死」の表現については、

NPO 法人全国自死遺族総合支援

センターの考え方などを参考に、

関係性や状況に応じた丁寧な使い

分けに努めております。 

自殺総合対策大綱（厚生労働省）

では、「自殺は、その多くが追い込

まれた末の死」と定義されている

という背景から、行為を表現する

時には「自殺」を使っています。ま

た、遺族等に関連した表現をする

時（二人称の死を表す時）には「自

死」を使い、遺された方に対する

配慮に努めています。 

P67 及び P70 は、どちらも自殺

という行為を表現しているため、

「自殺」を使っています。 

D 

６９ページ 

施策 4-1-2 

健康診査・健

康相談等の

充実 

○母子保健・

予防接種の

充実 

《意見》 

市民にコロナワクチンの接種を

おすすめしないであげてくださ

い。 

予防接種は予防接種法に基づき

(対象となる疾患や年齢、具体的な

実施法を明記)実施しています。 

新型コロナのワクチン接種は同

法に基づく「臨時の予防接種」と

位置付けられ、努力義務となって

います。ワクチンを受ける際には

ご本人が納得した上で接種をご判

断いただくことになります。感染

症の緊急のまん延予防の観点から

市民の皆さまには情報を提供し、

接種のご検討をお願いしていると

ころです。 

ご理解のほど、よろしくお願いい

たします。 

E 
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の当該箇所 
意見の要旨 意見に対する市の考え方 

対応
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７２ページ 

施策 4-2-1 

医療体制の

充実 

○医療費適

正化の推進 

「重複・多受診訪問指導事業を実

施します」とあるが、重複・多受診

のデータはどのようにして取得さ

れるのか。個人情報は大丈夫なの

か。 

国民健康保険法に基づき、取り組

んでいる事業です。対象者データ

は長崎県国民健康保険団体連合会

で抽出してもらい、市で直近の診

療状況を国民健康保険のシステム

で確認し、指導にあたっています。 

個人情報については、市の特定個

人情報保護評価を受けておりま

す。 

今後も適切な管理を行ってまい

ります。 

E 

８２ページ 

数値目標№

79 

８１ページ「○ 妊娠・出産・育児

までの切れ目のない子育てしやす

い環境づくり」で「乳児や妊産婦

等の訪問相談を充実させる」とあ

るが、指標「乳児家庭への訪問率」

目標値が減少しているのはなぜ

か。訪問率上昇のみが充実とは考

えていないが、せめて現状維持で

はないのか。 

ご指摘ありがとうございます。目

標値を 98%ヘ訂正しました。 

令和３年度は長期里帰りやコロ

ナ禍で訪問を希望されないご家庭

もありましたが、乳児相談の場で

面接を実施しましたことで、高い

訪問率となったところです。 

今後も乳児や妊産婦の相談体制

を充実してまいります。 

A 

９０ページ 

政策 5-2 

生涯学習の

まちづくり 

《意見》 

市民農園など、市民が気軽に家庭

菜園を楽しめる土地を開放してい

ただけると助かります。 

《理由》 

時津や長与町はあるそうです。島

原市も南島原市も無いです。自分

で野菜を作れるようにした方がい

いからです。 

本市には、エコ・パーク論所原内

に市民農園（5,000 円／年・区画）

がございます。 

現状では、市民農園の開設につい

てニーズは高くありませんが、今

後、動向やニーズをみながら、農

業体験ができる場について検討し

てまいります。 

E 

９４ページ 

施策 5-3-2 

スポーツ力

の強化 

社会体育施設の利用しやすさも

必要。 

令和 4年 7 月 26 日だったと思う

が、「令和４年第２回南島原市議会

定例会一般質問」において、田中

議員から社会体育施設の利用につ

いて、「当日申請で利用できるよう

にならないか。」との質問があっ

た。教育次長は、「すべての公共施

設を含めたところで検討の必要が

ある。」と回答。 

令和 4 年 8 月 28 日には、当日申

請の同様の意見が「市政への提案

箱」に投稿されている。 

当日申請への前向きな検討をお

願い申し上げます。 

社会体育施設の当日申請につき

ましては、令和５年度から対応を

行います。（土日・祝日については

有家地区・南有馬地区のみ対応） 

ただし、申請時間につきまして

は、午前 8：30～午後 5：00 まで

とします。 

今後、土日・祝日の対応につきま

しても市内全地区について検討を

してまいります。 

E 

１１４ペー

ジ 

《意見》 

市政にＬＩＮＥは使用しないで

LINE㈱はトーク上に送信された

データを個人情報として収集・保
E 
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数値目標№

129 

ください。 

《理由》 

ＬＩＮＥの利用規約に、登録者の

アドレス帳の情報を会社側が自由

に使用できる旨が書いてありま

す。登録者のアドレス帳に載って

いる人の個人情報まで電話代を無

料にしたいという理由で会社側に

見せるのはダメですよね？ 

それを行政としてしてしまうの

は、もっとだめだと思うからです。 

持しないことはもちろん、閲覧・

アクセスもしないと発表しており

ます。また、市の公式ＬＩＮＥに

友達登録をされる方は、既にＬＩ

ＮＥを利用されている方で、ＬＩ

ＮＥ㈱との利用規約に基づき同意

の上で利用されていると考えてい

ます。 

市としても、個人情報の取り扱い

については、細心の注意を行いな

がら、適正に運用していきたいと

考えています。 

 


